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酒類課税数量の推移 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 （年度）

（千KL）

その他

ウィスキー及び
ブランデー

果実酒及び
甘味果実酒

焼酎

清酒

ビール系飲料

 
 

（注） 1 品目は、2006 年度改正後の酒税法の品目による。 

 2 ビール系飲料は、ビール、発泡酒、リキュール及びその他の醸造酒等の合計。 

 3 その他は、合成清酒、みりん及びスピリッツ等の合計。 

 

（資料） 国税庁「統計年報書」（国税局分） 

 

（藤井 佳奈） 

 

 


